
調 剤 報 酬 点 数 一 覧
１点は 円です。10

（ ）平成２２年４月１日現在

調剤基本料 ＋ 調剤料 ＋（各種）加算（１）調剤技術料

調剤基本料
４０点

注１：受付回数が 回超 月、かつ調剤基本料 4000 /
集中率 ％超の保険薬局（注１）２４点 70

※ 長期投薬に係る処方せんの受付において、薬剤の保存が困難
分割調剤 ５点であること等の理由により分割調剤を行った場合で、２回目以降

１回につき
※ 後発医薬品に係る処方せんの受付において、当該処方せんを後 発 品 に

お け る 分 ５点受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等
２回目の調剤に限り割調剤 の理由により分割調剤を行った場合で、

調剤料
５点／日～７日分
４点／日８日分～ 日分14

日分～ 日分 受付１回につき内 服 ７１点15 21
日分～ 日分 ３剤まで22 30 ８１点

８９点31 日分以上
浸煎薬 １９０点１調剤

～７日分 受付１回につき１９０点
８日分～ 日分 ３剤まで湯 薬 28 １０点／日

４００点（ ）１調剤につき 29 日分以上
投与日数にかかわらず内服用滴剤 １調剤 １０点
剤数・回数にかかわらず屯服薬 ２１点
剤数にかかわらず注射薬 ２６点

１調剤 ３剤まで外用薬 １０点

◇調剤技術料に対する加算◇

○調剤基本料に対する加算
基準調剤加算 １ １０点
基準調剤加算 ２ ３０点
後発医薬品調剤体制加算１ ６点数量ベースで ％以上20
後発医薬品調剤体制加算２ １３点数量ベースで ％以上25
後発医薬品調剤体制加算３ １７点数量ベースで ％以上30

調剤応需態勢下にあ 午後７時（土曜日にあっ
る右の時間帯の受付 ては午後１時）から午前夜間・休日等加算 ４０点
１回 ８時につき

○調剤料に対する加算
１２０点内 服・屯服 錠剤、丸剤、ｶﾌﾟｾﾙ

剤薬（乳幼児製
散剤、顆粒剤、ｴｷｽ剤の場合）
剤

７５点液剤
錠剤、丸剤、ｶﾌﾟｾﾙ内服薬

２０点（乳幼児製剤 剤散剤、顆粒剤、ｴｷ
自家製剤加算 予製剤の場合以外の場合） ｽ剤（投与日数が７又

20/100（ ）１調剤につき はその端数を増すごと
）に

４５点液剤
９０点屯服薬 錠剤、丸剤、ｶﾌﾟｾﾙ

剤散剤、顆粒剤、ｴｷ（乳幼児製剤
ｽ剤以外の場合）

４５点液剤
錠剤、ﾄﾛｰﾁ剤、

９０点軟・硬膏剤、ﾊﾟｯﾌﾟ
剤、ﾘﾆﾒﾝﾄ剤、坐剤外用薬

７５点点眼剤、点鼻・点耳
剤、浣腸剤

４５点液剤



７５点内服･屯服 液剤
９０点･外用薬（乳 散剤、顆粒剤
８０点幼 児 製 剤 軟・硬膏剤

計量混合加算 予製剤の場合の場合）
点 20/100（１調剤につき） 内服･屯服 ３５液剤

４５点･外用薬 散剤、顆粒剤
（乳幼児

８０点製剤以外 軟・硬膏剤
の場合）

56日まで
※２剤以上の内服薬又は１剤で３種類以上の内一包化加算 ３０点※ 投与日数が
服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合(受付１回につき) ７又はその端数

を増すごとに
２７０点57日以上

注射薬に限る無菌製剤処理 ４０点※ の場合１日につき中心静脈栄養法用輸液
加算 ５０点※ の場合１日につき抗悪性腫瘍剤

内服薬に限る嚥下困難者用製剤加算 ８０点※ 処方せん受付１回につき

○使用薬剤の法規制による加算（調剤料に対する加算）
１調剤につき麻薬 調剤時の加算 ７０点
１調剤につき向精神薬・覚醒剤原料・毒薬 調剤時の加算 ８点

１調剤につき後発医薬品調剤加算 ２点

◇調剤基本料と調剤料に対する加算◇

時間外 100/100
受付時間による加算休 日 140/100

深 夜 200/100
は算定基礎額に含み、※「基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、後発医薬品調剤加算」

は含まず。「自家製剤、計量混合、嚥下困難、麻薬・向精神薬・覚醒剤・毒薬 調剤時の加算」

（２）薬学管理料
受付１回につき薬剤服用歴管理指導料 ３０点

月４回まで薬剤情報提供料 １５点 （手帳に記載した場合）
※ 情報提供１回につき長期投薬情報提供料 １ １８点
※ 服薬指導１回につき２ ２８点

受付１回につき後発医薬品情報提供料 １０点
受付１回につき調剤情報提供料 １５点

月１回服薬情報提供料 １５点
月４回まで５００点 同一建物居住者
※がん末期患者及び以外の場合
中心静脈栄養法対象在宅患者訪問薬剤管理指導料 同一建物居住者
患者については、週３５０点 の場合
２回かつ月８回まで
月４回まで在宅患者緊急訪問薬剤管理指導 ５００点 在宅訪問を行っ

ている患者 ※緊急時料
月２回まで在宅患者緊急時等共同指導料 ７００点 在宅訪問を行っ

ている患者 ※緊急時
月１回まで退院時共同指導料 ６００点 在宅訪問を行お

うとしている患 ※退院時・医療機
者 関にて共同で指導
服薬管理を支援した場合外来服薬支援料 １８５点 ※

◇薬学管理料に対する加算◇
○薬剤服用歴管理指導料に対する加算

受付１回につき麻薬管理指導加算 ２２点
処方変更あり重複投与・相互作用防止加算 ２０点
処方変更なし１０点

特定薬剤管理指導加算 ４点

○服薬情報提供料に対する加算
服薬指導要点等を示す文書を提供した場合服薬指導情報提供加算 １５点 ※

○在宅患者訪問薬剤管理指導料に対する加算
※月４回又は月８回まで麻薬管理指導加算 １００点


